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■
購
入
で
き
る
方

①
市
民
税
非
課
税
者

【
申
請
が
必
要
で
す
】

　

平
成
31
年
度
の
市
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
方
。

②
子
育
て
世
帯
の
世
帯
主

【
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
】

　

平
成
28
年
４
月
２
日
〜
令
和
元
年

９
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
が
い

る
世
帯
の
世
帯
主

■
商
品
券
の
購
入

　

９
月
末
か
ら
対
象
と
な
る
①
②
の

方
に
購
入
引
換
券
を
郵
送
し
ま
す（
①

の
方
は
申
請
書
を
審
査
し
交
付
が
決

定
し
た
方
か
ら
順
次
発
送
と
な
り
ま

す
）。
10
月
１
日
㈫
〜
令
和
２
年
３
月

２
日
㈪
の
間
に
市
内
郵
便
局（
簡
易
郵

便
局
を
除
く
）や
市
役
所
本
庁
、
支
所

で
購
入
く
だ
さ
い（
商
品
券
の
販
売
は

先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
購
入
引
換
券

　

に
同
封
す
る
書
類
を
ご
確
認
く
だ

　

さ
い
。

■
商
品
券
の
利
用
可
能
期
間

　

10
月
１
日
㈫
〜
令
和
２
年
３
月
31

日
㈫

■
商
品
券
の
利
用
店
舗

　

購
入
引
換
券
郵
送
の
際
に
、
商
品

券
が
利
用
で
き
る
加
盟
店
一
覧（
１
次

募
集
分
）を
同
封
す
る
ほ
か
、
市
HP
に

も
掲
載
し
ま
す
。

■
加
盟
店
舗
の
募
集

　

令
和
２
年
３
月
２
日
㈪
ま
で
加
盟

登
録
事
業
者
の
２
次
募
集
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
細
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
合

市
役
所
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

　
　
　

窓
口

　
　
　

☎
32-

７
７
７
８

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
ス
タ
ー
ト

幼
稚
園
、
保
育
園
の
保
育
料（
年
少
〜
年
長
）が
無
償
と
な
り
ま
す

　

国
で
は
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と

し
て
、
子
育
て
世
代
の
負
担
軽
減
と

質
の
高
い
幼
児
教
育
の
機
会
の
保
障

を
目
的
に
10
月
か
ら
幼
児
教
育
・
保

育
の
無
償
化
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

◆
無
償
化
の
対
象

①
幼
稚
園
や
保
育
園
を
利
用
す
る
３

　

歳
以
上（
年
少
以
上
）の
子
ど
も
の

　

保
育
料（
入
園
料
含
む
・
幼
稚
園
上

　

限
額
２
万
５
，７
０
０
円
）

②
保
育
園
を
利
用
す
る
３
歳
未
満
の

　

場
合
は
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

　

子
ど
も
の
保
育
料

◆
副
食
費（
お
か
ず
代
）に
つ
い
て

　

保
育
園（
３
歳
以
上
）の
保
育
料
に

含
ま
れ
て
い
た
副
食
費
に
つ
い
て
は
、

無
償
と
は
な
ら
ず
、
保
護
者
の
方
に

引
き
続
き
ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
や
保

育
園
と
も
に
第
３
子
以
降
の
子
ど
も

や
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
免
除
制
度

が
あ
り
ま
す
。
該
当
者
に
は
、
市
ま

た
は
各
保
育
園
、
幼
稚
園
か
ら
連
絡

し
ま
す
。
保
育
園
利
用
者
は
免
除
に

関
す
る
申
請
手
続
き
は
不
要
で
す
。

な
お
、
金
額
等
に
つ
い
て
は
、
利
用

し
て
い
る
各
園
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て

　

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
す
る
３

歳
未
満
で
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
場

合
や
、
そ
の
方
が
認
可
外
保
育
施
設

に
加
え
て
一
時
預
か
り
や
病
児
保
育

な
ど
を
利
用
す
る
場
合
は
、
利
用
料

４
万
２
，０
０
０
円
分
ま
で
無
償
と
な

り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
保
護
者
の
方

の
申
請
が
必
要
で
す
。

問
合

保
育
園
、
保
育
に
関
す
る
こ
と

子
育
て
支
援
課　

☎
35-

３
１
４
０

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と

教
育
総
務
課　

☎
35-

３
１
５
３

10
月
１
日
よ
り
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売
し
ま
す

消費税率等の引き上げに伴う施設使用料
や各種手数料について
　10月1日より消費税率が 10%へ引き上げられます。高
山市の各種施設の使用料や窓口でお支払いいただく手数
料などで、消費税率の引き上げに伴い料金が変わるもの、
変わらないものがあります。
●10月1日より料金が変更するもの［主なもの］
•公共施設（会議室、文化施設、スポーツ施設等）の使用料
•市営駐車場（自転車駐車場を含む）の定期利用料
•水道、下水道使用料（11月請求分より）
•一般、産業廃棄物処分手数料（持込分（購入済の有料ご
　み処理券はそのまま利用いただけます））
•国保診療所での健康診断料、予防接種料
●10月1日以降も料金が変更しないもの［主なもの］
•住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本、所得証明書、納
　税証明書などの発行手数料
•市営駐車場の一時利用料
•のらマイカー運賃（100円区間のみ）
※詳細については各担当課へお問い合わせください。

のらマイカー、まちなみバス
消費税率改正に伴い運賃を改定します
　消費税率の改正に伴い、10月1日よりのらマイカー、ま
ちなみバスの運賃を下記のとおり変更します。なお、通常
運賃と12枚綴りの乗車券の運賃は従来と変更なく、各種
定期券およびフリー乗車券の運賃が変更となっております。

1乗車 100円 回数券 1,000円

期 間 通 学 通学以外
１月 3,840 4,480 
３月 10,960 12,780 
６月 20,770 24,220 
12月 41,530 48,440 

期 間 通 学 通学以外
１月 5,760 6,720 
３月 16,440 19,170 
６月 31,150 36,330 
12月 62,290 72,660 

対 象 1日フリー 2日フリー
大人 630 1,050 
小人 320 530 

通常運賃（変更なし）

地域内定期券　　　　 単位：円 全線定期券　　　　    単位：円

フリー乗車券             単位：円

12枚綴り（変更なし）

問合  都市計画課  ☎57-7444 　濃飛バス  ☎32-1160




